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i n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

う
る
ま
市
地
域
職
業
相
談
室

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
沖
縄
庁
舎
外
施
設
）

に
つ
い
て

　

沖
縄
公
共
職
業
安
定
所(
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

沖
縄)

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
相
談
窓
口
で
す
。

求
職
者
に
と
っ
て
利
便
性
が
高
く
、
求
人
検

索
装
置
（
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
検
索
パ
ソ
コ
ン
）

等
に
よ
る
求
人
情
報
提
供
、
窓
口
専
門
職
員

等
に
よ
る
職
業
相
談
お
よ
び
職
業
紹
介
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。　

【
場　

所
】
う
る
ま
市
役
所
本
庁
１
階

【
利
用
時
間
】
月
曜
日
〜
金
曜
日

　
　
　
　
　

 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
展
及
び
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
受
信
相
談
所
の
開
催
に

つ
い
て

○
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
展　

【
と　

き
】２
月
23
日（
月
）〜
３
月
６
日（
金
）

【
と
こ
ろ
】
石
川
庁
舎
ロ
ビ
ー

・
Ｐ
Ｒ
ビ
デ
オ
の
放
映
や
パ
ネ
ル
展
示

・
周
知
広
報
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど

○
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
受
信
相
談
所

【
と　

き
】
２
月
23
日
（
月
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
５
時

【
と
こ
ろ
】
石
川
庁
舎
ロ
ビ
ー

原
材
料
価
格
高
騰
対
応
等
緊
急
保
証

制
度
の
お
知
ら
せ
！

　

原
材
料
価
格
の
高
騰
に
よ
り
経
営
環
境
が

悪
化
し
、
必
要
事
業
資
金
の
円
滑
な
調
達
に

支
障
を
来
た
し
て
い
る
中
小
企
業
者
に
対
し
、

そ
の
事
業
資
金
を
供
給
し
、
中
小
企
業
者
の

事
業
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
商
工
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑よ

く
り
ゅ
う留
者
・

引
揚
者
の
皆
様
へ

　

平
和
記
念
事
業
特
別
基
金
で
は
恩
給
欠
格

者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
、
引
揚
者
の
ご
本
人

に
、「
特
別
慰
労
品
」を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。（
ご

遺
族
の
方
は
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
）「
引
揚

者
」
は
、
終
戦
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
外
地
で
生
活
し
て
い
て
、
戦
後
引
き
揚
げ

て
き
た
家
族
全
員
が
対
象
で
す
。

　

請
求
書
等
は
、
市
民
生
活
課
の
窓
口
に
あ

り
ま
す
。
未
請
求
の
方
は
、
早
急
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
請
求
期
限
】
平
成
21
年
３
月
31
日

【
対　

象
】
恩
給
欠
格
者
、戦
後
強
制
抑
留
者
、

　
　
　
　

  

引
揚
者

　

ご
不
明
な
点
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
記

念
事
業
特
別
基
金
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
月
〜
金
、
午
前
９
時
15
分
〜
午
後
５
時
15
分
、
土
日
祝
日
休
）

う
る
ま
市
地
域
職
業
相
談
室

　
９
７
３
｜
５
６
１
４

商
工
課

　
９
６
５
｜
５
６
１
１

●障害者控除対象者認定書発行について 
　介護保険の要介護認定を受けている方のうち、身体障害者又は知的障害者に準ずる者として障害
者控除対象者に認定された場合に、障害者控除対象者認定書を発行します。所得税や市・県民税の
申告をするときに、この認定書を添付すると、本人又はその扶養者が障害者控除又は特別障害者控
除を受けることができます。 
【対象者】65歳以上の要介護認定者で、身体障害者、知的障害者に準ずる方、又はその人を扶養し

ている方。※「すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方」は、該当しません。 
【控除の区分】 
　q障害者控除(要介護認定結果において、障害高齢者自立度がＡ又は認知症高齢者自立度が　)。 
　w特別障害者控除(要介護認定結果において、障害高齢者自立度がＢ､Ｃ又は認知症高齢者自立度
が　　　　　 )。 

●おむつ代の医療費控除の証明発行について 
　介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を
受けるのが２年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用す
ることができます。 
【対象者】次の条件をすべて満たす場合に「証明書」を発行します。 
　qおむつ代の税申告をするのが２年目以降の方  
　　※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 
　w要介護認定時に主治医から提出していただいた意見書で､寝たきり状態（寝たきり度B1～C2）
にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方。 

【申請手続き】 
　介護長寿課窓口にて、申請書に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してく
ださい。 
 【 お問い合わせ 】介護長寿課　1９７３－３２０８ 

高齢者の「障害者控除対象者認定書発行」及び 
　　 「おむつ代の医療費控除の証明書発行」について 

総
務
省
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

　
８
６
５
｜
２
３
０
７

独
立
行
政
法
人
平
和
記
念
事
業
特
別
基
金

　
０
１
２
０
｜
２
３
４
｜
９
３
３


